
情　報　ボ　ッ　ク　ス 

地域子育て支援センター（187‐3830） 大野税務署（166-2180） 

とっても便
利 

とっても便
利 

1． 国税庁ホームページから電子申告 
2． 医療費の領収書や給与所得の源泉 
 徴収票などの一定の書類は添付を 
 省略 
3． 所得税額から最高5,000円を税額 
 控除（19年確定申告でこの控除を 
 受けたかたは受けられません） 

注意事項 

電子申告（e-Tax）をご利用いただく

ためには、事前に市役所が発行する住

基カード（電子証明書付）や利用開始

手続きなどが必要になります。 

もっと詳しい情報は、 

　http://www.e-tax.nta.go.jp

申告も納税も 
　電子申告（e-Tax）を 
　　　　ご利用しませんか 

申告も納税も 
　電子申告（e-Tax）を 
　　　　ご利用しませんか 

申告も納税も 
　電子申告（e-Tax）を 
　　　　ご利用しませんか 

地域子育て支援センター行事案内 地域子育て支援センター行事案内 

11/18 
（火） 

とびだせカンガルー 
時間s午前９時３０分～１１時３０分 
場所sかつやま恐竜の森 

11/20 
（木） 

絵本の読み聞かせ 
時間s午前１０時３０分～１１時 
場所s子育て支援センター 

11/25 
（火） 

子育てマイスター（保育士） 
時間s午前１０時～１１時３０分 
場所s子育て支援センター 

11/26 
（水） 

自然物をつかってクリスマスを飾ろう 
時間s午前１０時～１１時３０分 
場所s子育て支援センター 

11/27 
（木） 

食育講座（お話とおやつの試食） 
時間s午前９時３０分～１１時２０分 
場所s鹿谷保育園 

12/5 
（金） 

子育てマイスター（教諭） 
時間s午前９時４５分～１１時３０分 
場所s子育て支援センター 

12/11 
（木） 

サンタさんとおもちつき 
時間s午前１０時～１１時３０分 
場所s子育て支援センター 

食に親しみ、食を楽しもう！ ～食は生きる力～ 食育 ② 
コ　　ラ　　ムコ　　ラ　　ム 食育 ② 
コ　　ラ　　ム 食育 ⑤ 
コ　　ラ　　ム 

　第5回目は、食品表示から、皆さんの一番身近な農産物表示についてです。 
　すべての農産物には、「名称」、「原産地」が表示され、米穀や豆類は内容量、販売者が表示されています。
地産地消の観点からも日頃から表示確認を行い、地場の旬な野菜を買い求めましょう。 

農林政策課（188‐8106） 

農産物の種類ごとの表示項目一覧 

※「地産地消」とは、「地場生産―地場消費」を略した言葉で、市内でとれる新鮮で安心・安全な農林産物をでき 
　るだけ地域で消費することをいいます 

農産物の種類 区　　分 

しいたけ以外 

し　い　た　け 

量り売りの場合 

 

袋詰めの場合 
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袋詰めの場合 
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精米年月 
日など　 

野　　　菜 

果　　　物 

米　　　穀 

雑　　　穀 

豆　　　類 

資料：「安全・安心な農産物を提供するための手引き」福井県 

　国税庁では毎年11月11日から11月17日を「税を考
える週間」として、税の意義や役割などについて、さま
ざまな広報・広聴活動を行っています。 
　また、納期までに納付している納税者との不公平感を
なくす取り組みも全国的に行われ、福井県でも県下17
市町が参画して滞納整理を行う組織がつくられようとし
ています。 
　税を滞納すると、以下の滞納処分を行うこととなりま
すので、納期内の納付をお願いします。 
【滞納処分の流れ】 
1．納税者の皆さんに納付書をお送りします 
2．納期までに納付が無い場合は20日以内に「督促状」
を送ります 

3．それでも納付が無い場合は、電話や文書による「催
告」を行い、納税相談を促します 

4．納税相談にも応じない場合、最終的に財産（預金、
給与、不動産など）の差し押さえなどの滞納処分を
行うことになります 

納税相談　市では、病気や事業の不振等で納期限までに
市税を納めることが困難になった場合、随時納税相談
を実施しています。（夜間の場合は、事前にご連絡く
ださい） 

　今年 8月から実施していました改修工事が終わり、
全館お使いいただけるようになりました。 
　市民会館にはエレベーターが設置され、2階が全面行
政スペースとなり、1･3階のみの貸館となりました。 
　教育会館には料理
教室が設置されました。
また、3階の第3、4
研修室が１室になり、
和室から洋室に改修
されました。市民会
館 1階にあった勝山
地区社会福祉協議会
事務所が、教育会館
1 階の勝山公民館横
に移動しました。 
　両館でのご利用お
よび施設予約に際し
ては、各会館管理で
ご確認ください。 

滞納処分について 

税務課（188‐8101） 
市民会館管理（188‐2222） 
教育会館管理（188‐5555） 

市民会館、教育会館の改修が 
　　　　　　　　完了しました！ 
市民会館、教育会館の改修が 
　　　　　　　　完了しました！ 
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市民会館のエレベーター

教育会館の料理教室


